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大津湖南都市計画教育文化施設の計画決定について（素案） 

 

１. 方 針 

文化施設集約化の方針に基づき、野洲文化ホールに機能を集約し、大津湖南都市計画教育文化施設

として位置付ける。 

施 設 名 称：野洲文化ホール 

所 在 地：野洲市小篠原2142番地 

敷 地 面 積：約７,０００㎡ 

立地の用途地域：商業系 

 

 

２. 目 的 

野洲市における文化施設は、平成16年の野洲町及び中主町の合併による市政施行以前から旧町単位

で３施設が点在しており、平成31年３月に策定した「野洲市公共施設のあり方」において、これら３

施設を集約する方向を決定した。 

これを受け、令和５年度に市議会都市基盤整備特別委員会および市民懇談会を経た上で、市街化区

域内に存在し、ＪＲ野洲駅という公共共通機関の結節点に隣接していることから利便性が高く市民の

誘導、集客に極めて有利であること、施設座席数等から市内大規模イベントの継続性が確保できるこ

と、市民からの施設存続の要望が極めて強いこと等から、野洲文化ホールに機能を集約することを決

定した。 

なお、他の２施設（文化小劇場およびさざなみホール）は施設を閉館した後に解体・除却すること

としている。 

しかしながら、野洲文化ホールは、築40年が経過し老朽化が著しい状態であることに加え、集約化

による機能の充実、バリアフリー化や最新の舞台・照明・音声等の設備更新等の今後も多くの市民が

文化芸術に親しみ、快適に利用いただくために大規模改修が必要となっている。 

これらのことから、当施設を本市の文化・芸術振興の拠点として、大津湖南都市計画教育文化施設に

定めるために都市計画決定を行う。 

 

 

３．文化施設の役割 

文化施設は、文化芸術を継承し、創造し、及び発信する場であり、人々が集い、人々に感動と希望

をもたらし、人々の創造性を育み、人々が共に生きる絆を形成するための地域の文化拠点である。ま

た、個人の年齢、性別、個人を取り巻く社会的状況等にかかわりなく、全ての市民が、潤いと誇りを

感じることのできる心豊かな生活を実現するための場として機能し、常に活力ある社会を構築するた

めの大きな役割を担っている。 
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４. 文化施設の配置・規模等 

「２．目的」に記載の通り、現在市内には３施設の文化施設が現存しているが、「野洲市公共施設

のあり方」における集約の方向性、市議会都市基盤整備特別委員会および市民懇談会での検討や意見

集約を踏まえて、中心拠点であるJR野洲駅近接地にある「野洲文化ホール」に集約し、他２施設は廃

止する。 

規模については、おおよそ大ホール・小ホールの現状規模以内とし、バリアフリー化、各種設備の

更新等を行い、機能充実を図る。 

 

 

 

 

５．都市施設としての相当性 

◎都市施設としての相当性考察 

「教育文化施設」として法律上の定義がなく、どこまでが都市施設たり得るかについて、施設種

別ごとに明確な境界線を引くことは難しいものの、 

①類似施設の文部科学省の調査上の区分や位置付け 

「文教施設」⊃「文化施設」  ≒「劇場、音楽堂等」 

「文教施設」⊃「社会教育施設」⊃「劇場、音楽堂等」⊃「文化会館」 

②都市計画法の運用Ｑ＆Ａ 

③都市計画現況調査から見る、他の都市の都市計画決定状況 

以上①～③のことを総合的に勘案して、「野洲文化ホール」は都市施設たり得る施設であると考

える。また、都市計画運用指針に記載される「教育文化施設、社会福祉施設の都市計画の考え方」

に基づき、都市計画決定を行うことは問題のないものと考える。 

 

〇教育文化施設とは 

・「教育文化施設」として法律上に定義はない。 

・類似のもので「文教施設」「社会教育施設」「文化施設」等が使われている。 

■文教施設 

・法律上定義なし。 

・文部科学省「文教施設における公共施設等運営権の導入に関する検討会」において、『文教施設（ス

ポーツ施設、社会教育施設及び文化施設）』とされている。 

・総務省自治行政局「公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査」調査要領において『県・

市民会館、文化会館、博物館、美術館、自然の家、海・山の家等』が調査対象。 

■社会教育施設 

・法律上定義なし。 

・文部科学省「社会教育調査」では、社会教育関係施設として、『公民館、図書館、博物館関係施設

（博物館、博物館類似施設）、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設（社気体育施設、民間体

育施設）、劇場・音楽堂等、生涯学習センター』として区分されている。 
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■文化施設 

・法律上定義なし。 

・調査によりその範囲は異なるものの、狭義では『劇場、音楽堂等』を指す。 

■劇場、音楽堂等 

・劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第２条では、『この法律において「劇場、音楽堂等」とは、

文化芸術に関する活動を行うための施設及びその施設の運営に係る人的体制により構成されるも

ののうち、その有する創意と知見をもって実演芸術の公演を企画し、又は行うこと等により、これ

を一般公衆に鑑賞させることを目的とするもの（※風営法の除外規定記載省略）をいう。』として

いる。 

・文部科学省「社会教育調査」では、『地方公共団体、独立行政法人又は民間が設置する劇場、音楽

堂等（劇場、音楽堂、文化会館、市民会館、文化センター等）で座席数 300 以上のホールを有する

もの』が調査対象。 

※他方、野洲文化ホール（旧野洲町中央公民館）は「興行場法」における「興行場」としての許可を

得ている。なお、ここでいう「興行場」とは、「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、

公衆に見せ、又は聞かせる施設」と定義されている。 

 

〇教育文化施設の具体的内容 

＜都市計画法の運用 Q&A＞   

その他の教育文化施設 
博物館、美術館、会議場、展示場、公民館、給食センター、 

体育館、職業訓練施設 

＜都市計画現況調査（R5.3.31 時点）＞ 

・全国 21 都市において、36 箇所で都市計画決定されている。 

・文化会館等 10 箇所、交流施設等 5 箇所の他、体育施設、研究関連施設等が計画決定されている。 

・滋賀県内では、東近江市の「八日市文化会館」が都市計画決定されている。 

＜大津湖南都市計画区域マスタープラン＞ 

３－２ 都市施設の整備に関する方針 

 (3) その他の都市施設の整備の方針 

  ②教育文化施設 

イ）文化施設 

文化芸術会館等のホール施設、文化財等の展示保管施設等の整備を促進するほか、市立図書

館の整備充実に努める。 
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〇都市計画運用指針での記載 

Ⅳ－２－２ 都市施設 

Ⅱ）施設別の事項 Ｅ．教育文化施設、社会福祉施設 

１．教育文化施設、社会福祉施設の都市計画の考え方 

 都市生活にとって必要不可欠なサービスである、教育文化、医療、社会福祉の各施設の計画的配置

及びその整備は極めて重要であり、必要に応じてこれら都市施設を都市計画に定めることが望まし

い。とりわけ、都市全体あるいは地域にとって必要性又は公益性が高い施設、あるいは、地方公共団

体等から支援を行うもの等については、積極的に都市計画決定することが考えられる。 

 これら都市施設は、主として民間が整備することが想定されるが、整備主体が民間であることだけ

をもって、その必要性や公益性が低いと観念されるべきではない。これら都市施設に係る必要性や公

益性は、都市全体の施設配置やサービス需給の観点から検討がなされ、これを踏まえて必要に応じて

都市計画決定されることが望ましい。 

 さらに、市町村が立地適正化計画を策定しており、これらの都市施設が都市機能誘導区域内におい

て都市計画決定されている場合には、当該都市施設を誘導施設として定め、誘導措置を講じることが

望ましい。 

⇒立地適正化計画に誘導施設として定めている。市内３施設の集約化検討をすすめ、都市機能

誘導区域内に位置する施設に集約することが決まっている。 

 また、即地的に施設の位置を定めることが困難である場合においては、マスタープランに位置付け

ることも考えられる。 

 これら施設の位置及び区域の検討に際しては、徒歩及び公共交通によるアクセスを重視するとと

もに、関連する機能の複合整備及び周辺との一体的な整備をあわせて検討することが、効果的・効率

的な整備及び持続的な運営の観点で重要である。 

⇒市内最大の交通結節点であるＪＲ野洲駅近接地であり、「野洲駅南口周辺整備構想」の対象区

域内施設として、一体的な整備をすすめていく。 

 なお、仮に民間事業者による当該施設の運営が困難となった場合は、当該施設の必要性及び持続可

能性の変化を確認した上で、必要に応じて代替サービスの提供や当該施設を含む都市計画の変更を

検討すべきである。 

 

 

６. 上位計画、関連計画等 

①大津湖南都市計画区域マスタープラン 

②野洲市総合計画 

③野洲市都市計画マスタープラン 

④野洲市立地適正化計画 

⑤野洲市公共施設等総合管理計画 

⑥文化施設集約化方針（都市基盤整備特別委員会資料） 

⑦野洲駅南口周辺整備構想 
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１．大津湖南都市計画区域マスタープラン 

３－２ 都市施設の整備に関する方針 

 (3) その他の都市施設の整備の方針 

  ②教育文化施設 

イ）文化施設 

文化芸術会館等のホール施設、文化財等の展示保管施設等の整備を促進するほか、市立図書館の整

備充実に努める。 

 

 

２．野洲市総合計画 

分野１ 子育て・教育・人権 

施策４ 生涯学習・生涯スポーツ・文化芸術の推進 

取組方針③ 文化芸術の振興 

主な取組 美術展覧会や文化芸術祭等の文化・芸術活動の支援、舞台芸術の鑑賞機会の充実 

 

 

３．野洲市都市計画マスタープラン 

第３章 全体構想 

５. 都市整備方針 

(３) 市街地整備に関する方針 

都市拠点 

 JR 野洲駅周辺地区 

  ● JR 野洲駅周辺は、行政、教育文化、商業、医療、子育て及び居住機能の配置や土地の高度利

用を図るための適切な誘導と整備手法の検討を行います。 

(７) その他都市施設等に関する方針 

基本的な考え方 

  ● 既存の公共施設について、「野洲市公共施設等総合管理計画」に基づく、保全・更新に努める

ほか、集約・複合化などによる施設の再編を進めます。 

  教育文化施設、子育て支援施設 

  ● 文化施設（文化ホール等）は、「野洲市公共施設等総合管理計画」に基づく集約化の検討を進

めます。 
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４．野洲市立地適正化計画  

第５章 都市機能誘導区域 

３. 誘導施設の設定 

 ３）誘導施設の設定 

  （３）誘導施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※誘導施設の定義 

 教育文化機能 文化施設（文化ホール） 

    劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第２条第１項に規定される「劇場、音楽堂等」 

に該当する施設 

 

 

５．野洲市公共施設等総合管理計画 

第５章 公共施設等の整備方針 

１．公共施設 

（１）個別施設の整備方針 

ア 事業・サービスを集約・複合化する施設 

○文化施設（野洲文化ホール、野洲文化小劇場、さざなみホール） 
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６．文化施設再編資料（都市基盤整備特別委員会資料） 

（６）結論（集約化方針案） 

●アンケートを含む市民の意見、庁内での考察並びに調査の結果から、集約先はシライシアター野洲

（野洲文化ホール）が適当であると結論付ける。 

●ただし、現在のシライシアター野洲は老朽化が著しいため、大規模改修又は建替えの対応が必要と

なる。 

●しかしながら、建替えはコストが高額過ぎるため、大規模改修若しくは小規模な改修のいずれかが

現実的な選択肢となる。 

●具体的な改修内容等については、今後、基本計画等を策定する中で検討を進めていく。 

●集約される２施設については、早期に解体することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Administrator
テキストボックス
※「シライシアター野洲」は、元となる資料の調製当時（R5年度）のネーミングライツパートナーシップ契約による愛称。R6年度からは、正式名称である「野洲文化ホール」を使用。
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↑野洲駅南口のにぎわい創出に向けた市民懇談会

（令和 6 年 8 月 25 日）資料から一部抜粋 

７．野洲駅南口周辺整備構想≪抜粋＋変更確認資料 R5.3.14 検討委員会≫ 

１ はじめに 

（３）構想の対象区域 

本構想の対象区域は、野洲駅南口駅前広場に隣接して広がる約 32,000 ㎡の市有地を対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 野洲駅南口周辺整備の基本的な考え方 

（２）必要な機能 

①機能の選別（市民活動拠点の整理） 

対象区域において、交流を通じたにぎわいづくりのためには、多目的に利用できる空間、多世代が

利用できる空間を目指すことが必要です。また、鉄道利用者の集客も期待できる整備が必要です。 

この考え方に基づき、野洲駅南口周辺整備に必要な機能について、市民広場を中心とした以下の

６つにまとめました。 

※令和５年度の構想検討委員会により、野洲駅南口周辺整備構想の見直しが確認され、必要な機能

は病院を除く５つの機能となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎文化・スポーツ施設 

多目的に利用できる屋内空間 

・文化やスポーツ、イベントなどに利用

できる場 

・市民が一堂に会することができる場 

など 





 

（白紙） 



印刷者：野洲市 都市計画課

①

④

③

②

１ 野洲文化ホール

（約０．７ha）

計 画 図

⑤

⑧ ⑥

⑦

(A4)



  

大津湖南都市計画教育文化施設の決定（野洲市決定） 

 

 都市計画教育文化施設を次のように決定する。 

 

 

名 称 
位 置 面 積 備考 

番号 施設名 

１ 野洲文化ホール 野洲市小篠原 約０．７ha  

 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 理由 

「別紙のとおり」 

  



（案） 

理由書 

 

野洲市における文化施設は、平成16年の野洲町及び中主町の合併による市政施行以前

から旧町単位で３施設が点在しており、平成31年３月に策定した「野洲市公共施設のあ

り方」（都市計画決定日現在、「野洲市公共施設等総合管理計画」に統合）において、こ

れら３施設を集約する方向を決定した。 

これを受け、令和５年度に市議会都市基盤整備特別委員会および市民懇談会を経た上

で、市民からの施設存続の要望が極めて強く、また、市内外からのアクセス性が高いＪ

Ｒ野洲駅近接地かつ立地適正化計画に定める都市機能誘導区域に位置する野洲文化ホ

ールに機能を集約し、他の２施設（文化小劇場およびさざなみホール）は閉館すること

を決定した。 

今後は集約化による機能の充実、バリアフリー化や設備更新を進めるなど、将来にわ

たり多くの市民が文化芸術に親しむことができる文化・芸術振興の拠点として整備して

いくべく、野洲文化ホールを都市計画施設として決定するものである。 



大津湖南都市計画教育文化施設の決定に係る経緯及び今後の予定 

事  項 時  期 備  考 

 

滋賀県 下協議開始 

 

野洲市都市計画審議会 

 

滋賀県知事 事前協議開始 

 

 

滋賀県知事 事前協議回答 

 

都市計画・計画案の縦覧 

 

 

 

野洲市都市計画審議会（諮問・答申） 

 

滋賀県知事 本協議開始 

 

 

滋賀県知事 本協議回答 

 

都市計画決定 告示（市） 

 

 

令和６年８月 

 

令和６年 10 月３日 

 

令和６年 10 月中旬～下旬 

（回答までおおよそ３週間） 

 

令和６年 11 月 

 

令和６年 12 月上旬 ～ 

       12 月中下旬 

（縦覧期間：15 日間） 

 

令和７年２月上旬 

 

令和７年２月中旬 

（回答までおおよそ１か月） 

 

滋賀県知事 本協議開始 

 

令和７年３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大津湖南都市計画教育文化施設の都市計画決定後の予定 

事  項 時  期 備  考 

 

都市計画事業認可 滋賀県 下協議開始 

 

都市計画事業認可 滋賀県 申請書提出 

 

都市計画事業認可 滋賀県 告示 

 

令和７年４月 

 

令和７年 月 

 

令和７年 月 

 

 

 


